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○生活保護法に基づく介護機関（居宅介護事業所
　）の指定……………………………………………（福祉保健課）３
○生活保護法に基づく指定介護機関（居宅介護事
　業所）の廃止………………………………………（　　〃　　）３
○土砂災害警戒区域の指定………………………………（砂防課）３
○土砂災害特別警戒区域の指定…………………………（　〃　）６
　　　公　　　告
○大規模小売店舗の新設に関する届出（２件）…（商工政策課）９
○県営土地改良事業に係る換地処分………………（農村整備課）11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規
　則…………………………………………………………（管理課）１
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく医療機関の指定……………（福祉保健課）３
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止の届出…（　　〃　　）３

規　　　　　則

　宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第15号
　　　宮崎県産業開発青年隊規則の一部を改正する規則
　宮崎県産業開発青年隊規則（平成22年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。
　別記様式第６号を次のように改める。
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　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

告　　　　　示

宮崎県告示第 392号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶…
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項…
においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、
医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のと…
おり指定した。… …
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 393号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２（中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第
４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ
り、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 396号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす
る。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　　称 所　　在　　地 指定年月日

桜小路クリニック 延岡市桜小路 360番地
13

平成30年３月１日

なないろ薬局桜小
路

延岡市桜小路 360番地
１

平成30年３月１日

名　　称 所　　在　　地 廃止年月日

Ｄ・ＭＬ高千穂調
剤薬局

西臼杵郡高千穂町大字
三田井 437−１

平成30年１月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 394号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第
14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規
定により、介護扶助及び介護支援給付のための居宅介護を担当させ
る機関を次のとおり指定した。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

居宅介護事業者 居宅介護事業所
指　定
年月日名　称 主たる事務

所の所在地 名　称 所在地

社会福祉法
人あさぎり
福祉会

都城市山田
町中霧島25
46番地６

グループホ
ーム朝霧２
号館

都城市高城
町大井出10
49番地

平成30年
２月27日

宮崎県告示第 395号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介
護事業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

居宅介護事業者 居宅介護事業所
廃　止
年月日名　称 主たる事務

所の所在地 名　称 所在地

医療法人健
風会

小林市真方
 242番地

槇内視鏡内
科病院

小林市真方
 242番地

平成30年
１月31日

市町村名 地 区 名
土砂災害警戒区域
の 渓 流 番 号 又 は
箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

都 城 市 七 瀬 谷 １ 04− 343−１− 001 土 石 流

七 瀬 谷 ２ 04− 343−１− 002 土 石 流

七瀬谷２−
新①

04− 343−１− 002
−新①

土 石 流

大 丸 谷 04− 343−２− 002 土 石 流

七 瀬 谷 ３ 04− 343−２− 003 土 石 流

七 瀬 谷 ４ 04− 343−２− 004 土 石 流

七 瀬 谷 ５ 04− 343−２− 005 土 石 流

七 瀬 谷 ６ 04− 343−２− 006 土 石 流

岳 野 谷 04− 343−２− 007 土 石 流

岩 骨 山 谷 04− 343−２− 008 土 石 流

太 郎 谷 04− 343−２− 009 土 石 流
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日 和 ３ Ⅰ−１−0660 急傾斜地の崩壊

日 和 ４ Ⅰ−１−0661 急傾斜地の崩壊

日 和 ５ Ⅰ−１−0662 急傾斜地の崩壊

立 喰 １ Ⅰ−１−0663 急傾斜地の崩壊

立 喰 ２ Ⅰ−１−0664 急傾斜地の崩壊

立 喰 ３ Ⅰ−１−0665 急傾斜地の崩壊

四家−新① Ⅰ−１−0667−新① 急傾斜地の崩壊

宮 平 Ⅰ−１−0668 急傾斜地の崩壊

春 日 ２ Ⅰ−１−0669 急傾斜地の崩壊

枝 溝 Ⅰ−１−0728 急傾斜地の崩壊

吉 村 １ Ⅰ−１−0737 急傾斜地の崩壊

小 牧 Ⅰ−１−0738 急傾斜地の崩壊

中 轟 Ⅰ−１−0749 急傾斜地の崩壊

吉 村 ２ Ⅰ−１−0750 急傾斜地の崩壊

大 久 保 １ Ⅰ−１−2081 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ２ Ⅰ−１−3245 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１ Ⅰ−１−3246 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新①

Ⅰ−１−3246−新① 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新②

Ⅰ−１−3246−新② 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新③

Ⅰ−１−3246−新③ 急傾斜地の崩壊

片 前 − １ Ⅰ−１−3247 急傾斜地の崩壊

片前−１−
新①

Ⅰ−１−3247−新① 急傾斜地の崩壊

片 前 − ３ Ⅰ−１−3248 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ４ Ⅰ−１−3249 急傾斜地の崩壊

田 辺 − １ Ⅰ−１−3253 急傾斜地の崩壊

田 辺 谷 04− 343−２− 010 土 石 流

片 前 谷 04− 343−２− 011 土 石 流

片前谷−新
①　

04− 343−２− 011
−新①

土 石 流

轟 谷 １ 04− 345−２− 001 土 石 流

轟 谷 ２ 04− 345−２− 002 土 石 流

七 瀬 谷 Ⅰ−１−0638 急傾斜地の崩壊

後 向 Ⅰ−１−0640 急傾斜地の崩壊

西 久 保 Ⅰ−１−0641 急傾斜地の崩壊

上 星 原 １ Ⅰ−１−0642 急傾斜地の崩壊

上 星 原 ２ Ⅰ−１−0643 急傾斜地の崩壊

上星原２−
新①

Ⅰ−１−0643−新① 急傾斜地の崩壊

有 水 Ⅰ−１−0644 急傾斜地の崩壊

上 新 地 Ⅰ−１−0645 急傾斜地の崩壊

中 新 地 Ⅰ−１−0646 急傾斜地の崩壊

中 方 限 Ⅰ−１−0647 急傾斜地の崩壊

中 方 Ⅰ−１−0648 急傾斜地の崩壊

片 前 Ⅰ−１−0649 急傾斜地の崩壊

石 亀 岩 Ⅰ−１−0650 急傾斜地の崩壊

諏 訪 １ Ⅰ−１−0651 急傾斜地の崩壊

諏 訪 ２ Ⅰ−１−0652 急傾斜地の崩壊

諏訪２−新
①

Ⅰ−１−0652−新① 急傾斜地の崩壊

和 田 口 １ Ⅰ−１−0655 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ２ Ⅰ−１−0656 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ３ Ⅰ−１−0657 急傾斜地の崩壊

日 和 １ Ⅰ−１−0658 急傾斜地の崩壊

日 和 ２ Ⅰ−１−0659 急傾斜地の崩壊
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太 郎 − ５ Ⅱ−１−5118 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−１ Ⅱ−１−5119 急傾斜地の崩壊

様ヶ野−３ Ⅱ−１−5121 急傾斜地の崩壊

岳野−２−
新①

Ⅱ−１−5122−新① 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−２ Ⅱ−１−5123 急傾斜地の崩壊

岳 野 − １ Ⅱ−１−5128 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − １ Ⅱ−１−5131 急傾斜地の崩壊

雁寺−１−
新①

Ⅱ−１−5131−新① 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − ２ Ⅱ−１−5132 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − ３ Ⅱ−１−5133 急傾斜地の崩壊

大 窪 − １ Ⅱ−１−5134 急傾斜地の崩壊

西久保−２
−新①

Ⅱ−１−5136−新① 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ４ Ⅱ−１−5137 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ５ Ⅱ−１−5138 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ６ Ⅱ−１−5139 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ７ Ⅱ−１−5140 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ９ Ⅱ−１−5142 急傾斜地の崩壊

田辺−１０ Ⅱ−１−5143 急傾斜地の崩壊

田辺−１１ Ⅱ−１−5144 急傾斜地の崩壊

田辺−１２ Ⅱ−１−5145 急傾斜地の崩壊

田辺−１３ Ⅱ−１−5146 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−３ Ⅱ−１−5148 急傾斜地の崩壊

岩屋野−１ Ⅱ−１−5150 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−４ Ⅱ−１−5151 急傾斜地の崩壊

下星原−２ Ⅱ−１−5154 急傾斜地の崩壊

温 水 − １ Ⅰ−１−3282 急傾斜地の崩壊

轟 Ⅰ−１−3283 急傾斜地の崩壊

春 日 １ Ⅱ−１−0666 急傾斜地の崩壊

横 谷 上 Ⅱ−１−0727 急傾斜地の崩壊

片 前 − ４ Ⅱ−１−5090 急傾斜地の崩壊

片前−４−
新①

Ⅱ−１−5090−新① 急傾斜地の崩壊

片 前 − ５ Ⅱ−１−5091 急傾斜地の崩壊

馬 場 − １ Ⅱ−１−5092 急傾斜地の崩壊

小 杉 − １ Ⅱ−１−5093 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ５ Ⅱ−１−5094 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ６ Ⅱ−１−5095 急傾斜地の崩壊

犬 の 馬 場 Ⅱ−１−5096 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ３ Ⅱ−１−5097 急傾斜地の崩壊

桜 木 Ⅱ−１−5098 急傾斜地の崩壊

桜木−新① Ⅱ−１−5098−新① 急傾斜地の崩壊

高城原−１ Ⅱ−１−5099 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ５ Ⅱ−１−5101 急傾斜地の崩壊

大久保５−
新①

Ⅱ−１−5101−新① 急傾斜地の崩壊

高城原−２ Ⅱ−１−5102 急傾斜地の崩壊

川 間 − １ Ⅱ−１−5103 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ２ Ⅱ−１−5112 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ３ Ⅱ−１−5113 急傾斜地の崩壊

太 郎 − １ Ⅱ−１−5114 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ２ Ⅱ−１−5115 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ３ Ⅱ−１−5116 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ４ Ⅱ−１−5117 急傾斜地の崩壊
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吉 村 − ３ Ⅱ−１−5278 急傾斜地の崩壊

上 小 牧 Ⅱ−１−5279 急傾斜地の崩壊

上小牧−新
①

Ⅱ−１−5279−新① 急傾斜地の崩壊

塚 原 − ３ Ⅱ−１−5284 急傾斜地の崩壊

共 和 Ⅱ−１−5286 急傾斜地の崩壊

後 平 − ３ Ⅱ−１−5288 急傾斜地の崩壊

温 水 − ５ Ⅱ−１−5297 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ７ Ⅱ−２−0352 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ２ Ⅱ−２−0353 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ４ Ⅱ−２−0354 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ８ Ⅱ−２−0355 急傾斜地の崩壊

太郎−８−
新①

Ⅱ−２−0355−新① 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−７ Ⅱ−２−0356 急傾斜地の崩壊

上 星 原 ４ Ⅱ−２−0357 急傾斜地の崩壊

軍 人 原 ３ Ⅱ−２−0358 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ５ Ⅱ−２−0359 急傾斜地の崩壊

片 前 − ７ Ⅲ−１−9506 急傾斜地の崩壊

片前−１０ Ⅲ−１−9509 急傾斜地の崩壊

片前−１１ Ⅲ−１−9510 急傾斜地の崩壊

片前−１２ Ⅲ−１−9511 急傾斜地の崩壊

小 杉 − ２ Ⅱ−１−5155 急傾斜地の崩壊

片 前 − ６ Ⅱ−１−5159 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−５ Ⅱ−１−5161 急傾斜地の崩壊

岩屋野−２ Ⅱ−１−5162 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ６ Ⅱ−１−5163 急傾斜地の崩壊

太郎−６−
新①

Ⅱ−１−5163−新① 急傾斜地の崩壊

太郎−６−
新②

Ⅱ−１−5163−新② 急傾斜地の崩壊

蓑 野 − ５ Ⅱ−１−5164 急傾斜地の崩壊

下星原−３ Ⅱ−１−5165 急傾斜地の崩壊

八久保−２ Ⅱ−１−5166 急傾斜地の崩壊

田辺−１４ Ⅱ−１−5167 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−３ Ⅱ−１−5169 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−６ Ⅱ−１−5170 急傾斜地の崩壊

中 原 − ４ Ⅱ−１−5172 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ６ Ⅱ−１−5173 急傾斜地の崩壊

馬 場 − ２ Ⅱ−１−5174 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ７ Ⅱ−１−5175 急傾斜地の崩壊

後 平 − １ Ⅱ−１−5236 急傾斜地の崩壊

後 平 − ２ Ⅱ−１−5237 急傾斜地の崩壊

温 水 − ２ Ⅱ−１−5271 急傾斜地の崩壊

温 水 − ３ Ⅱ−１−5272 急傾斜地の崩壊

温水−３−
新①

Ⅱ−１−5272−新① 急傾斜地の崩壊

温 水 − ４ Ⅱ−１−5273 急傾斜地の崩壊

吉 村 − １ Ⅱ−１−5274 急傾斜地の崩壊

吉村−１−
新①

Ⅱ−１−5274−新① 急傾斜地の崩壊

　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び都城土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）… … …
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 397号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害特別警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必
要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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和 田 口 １ Ⅰ−１−0655 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ２ Ⅰ−１−0656 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ３ Ⅰ−１−0657 急傾斜地の崩壊

日 和 １ Ⅰ−１−0658 急傾斜地の崩壊

日 和 ２ Ⅰ−１−0659 急傾斜地の崩壊

日 和 ３ Ⅰ−１−0660 急傾斜地の崩壊

日 和 ４ Ⅰ−１−0661 急傾斜地の崩壊

日 和 ５ Ⅰ−１−0662 急傾斜地の崩壊

立 喰 １ Ⅰ−１−0663 急傾斜地の崩壊

立 喰 ２ Ⅰ−１−0664 急傾斜地の崩壊

立 喰 ３ Ⅰ−１−0665 急傾斜地の崩壊

四家−新① Ⅰ−１−0667−新① 急傾斜地の崩壊

宮 平 Ⅰ−１−0668 急傾斜地の崩壊

春 日 ２ Ⅰ−１−0669 急傾斜地の崩壊

枝 溝 Ⅰ−１−0728 急傾斜地の崩壊

吉 村 １ Ⅰ−１−0737 急傾斜地の崩壊

小 牧 Ⅰ−１−0738 急傾斜地の崩壊

中 轟 Ⅰ−１−0749 急傾斜地の崩壊

吉 村 ２ Ⅰ−１−0750 急傾斜地の崩壊

大 久 保 １ Ⅰ−１−2081 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１ Ⅰ−１−3246 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新①

Ⅰ−１−3246−新① 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新②

Ⅰ−１−3246−新② 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−１
−新③

Ⅰ−１−3246−新③ 急傾斜地の崩壊

片 前 − １ Ⅰ−１−3247 急傾斜地の崩壊

市町村名 地 区 名
土砂災害特別警戒
区 域 の 渓 流 番 号
又 は 箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

都 城 市 七瀬谷２−
新①

04− 343−１− 002
−新①

土 石 流

大 丸 谷 04− 343−２− 002 土 石 流

七 瀬 谷 ３ 04− 343−２− 003 土 石 流

岳 野 谷 04− 343−２− 007 土 石 流

太 郎 谷 04− 343−２− 009 土 石 流

田 辺 谷 04− 343−２− 010 土 石 流

片前谷−新
①　

04− 343−２− 011
−新①

土 石 流

轟 谷 １ 04− 345−２− 001 土 石 流

轟 谷 ２ 04− 345−２− 002 土 石 流

七 瀬 谷 Ⅰ−１−0638 急傾斜地の崩壊

後 向 Ⅰ−１−0640 急傾斜地の崩壊

西 久 保 Ⅰ−１−0641 急傾斜地の崩壊

上 星 原 １ Ⅰ−１−0642 急傾斜地の崩壊

上 星 原 ２ Ⅰ−１−0643 急傾斜地の崩壊

上星原２−
新①

Ⅰ−１−0643−新① 急傾斜地の崩壊

有 水 Ⅰ−１−0644 急傾斜地の崩壊

上 新 地 Ⅰ−１−0645 急傾斜地の崩壊

中 新 地 Ⅰ−１−0646 急傾斜地の崩壊

中 方 限 Ⅰ−１−0647 急傾斜地の崩壊

中 方 Ⅰ−１−0648 急傾斜地の崩壊

片 前 Ⅰ−１−0649 急傾斜地の崩壊

石 亀 岩 Ⅰ−１−0650 急傾斜地の崩壊

諏 訪 １ Ⅰ−１−0651 急傾斜地の崩壊

諏 訪 ２ Ⅰ−１−0652 急傾斜地の崩壊
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太 郎 − ２ Ⅱ−１−5115 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ３ Ⅱ−１−5116 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ４ Ⅱ−１−5117 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ５ Ⅱ−１−5118 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−１ Ⅱ−１−5119 急傾斜地の崩壊

様ヶ野−３ Ⅱ−１−5121 急傾斜地の崩壊

岳野−２−
新①

Ⅱ−１−5122−新① 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−２ Ⅱ−１−5123 急傾斜地の崩壊

岳 野 − １ Ⅱ−１−5128 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − １ Ⅱ−１−5131 急傾斜地の崩壊

雁寺−１−
新①

Ⅱ−１−5131−新① 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − ２ Ⅱ−１−5132 急傾斜地の崩壊

雁 寺 − ３ Ⅱ−１−5133 急傾斜地の崩壊

大 窪 − １ Ⅱ−１−5134 急傾斜地の崩壊

西久保−２
−新①

Ⅱ−１−5136−新① 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ４ Ⅱ−１−5137 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ５ Ⅱ−１−5138 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ６ Ⅱ−１−5139 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ７ Ⅱ−１−5140 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ９ Ⅱ−１−5142 急傾斜地の崩壊

田辺−１０ Ⅱ−１−5143 急傾斜地の崩壊

田辺−１１ Ⅱ−１−5144 急傾斜地の崩壊

田辺−１２ Ⅱ−１−5145 急傾斜地の崩壊

田辺−１３ Ⅱ−１−5146 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−３ Ⅱ−１−5148 急傾斜地の崩壊

片前−１−
新①

Ⅰ−１−3247−新① 急傾斜地の崩壊

片 前 − ３ Ⅰ−１−3248 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ４ Ⅰ−１−3249 急傾斜地の崩壊

田 辺 − １ Ⅰ−１−3253 急傾斜地の崩壊

温 水 − １ Ⅰ−１−3282 急傾斜地の崩壊

轟 Ⅰ−１−3283 急傾斜地の崩壊

春 日 １ Ⅱ−１−0666 急傾斜地の崩壊

横 谷 上 Ⅱ−１−0727 急傾斜地の崩壊

片 前 − ４ Ⅱ−１−5090 急傾斜地の崩壊

片前−４−
新①

Ⅱ−１−5090−新① 急傾斜地の崩壊

片 前 − ５ Ⅱ−１−5091 急傾斜地の崩壊

馬 場 − １ Ⅱ−１−5092 急傾斜地の崩壊

小 杉 − １ Ⅱ−１−5093 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ５ Ⅱ−１−5094 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ６ Ⅱ−１−5095 急傾斜地の崩壊

犬 の 馬 場 Ⅱ−１−5096 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ３ Ⅱ−１−5097 急傾斜地の崩壊

桜 木 Ⅱ−１−5098 急傾斜地の崩壊

桜木−新① Ⅱ−１−5098−新① 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ５ Ⅱ−１−5101 急傾斜地の崩壊

大久保５−
新①

Ⅱ−１−5101−新① 急傾斜地の崩壊

高城原−２ Ⅱ−１−5102 急傾斜地の崩壊

川 間 − １ Ⅱ−１−5103 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ２ Ⅱ−１−5112 急傾斜地の崩壊

田 辺 − ３ Ⅱ−１−5113 急傾斜地の崩壊

太 郎 − １ Ⅱ−１−5114 急傾斜地の崩壊
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吉 村 − １ Ⅱ−１−5274 急傾斜地の崩壊

吉村−１−
新①

Ⅱ−１−5274−新① 急傾斜地の崩壊

吉 村 − ３ Ⅱ−１−5278 急傾斜地の崩壊

上 小 牧 Ⅱ−１−5279 急傾斜地の崩壊

上小牧−新
①

Ⅱ−１−5279−新① 急傾斜地の崩壊

塚 原 − ３ Ⅱ−１−5284 急傾斜地の崩壊

共 和 Ⅱ−１−5286 急傾斜地の崩壊

後 平 − ３ Ⅱ−１−5288 急傾斜地の崩壊

温 水 − ５ Ⅱ−１−5297 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ７ Ⅱ−２−0352 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ２ Ⅱ−２−0353 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ４ Ⅱ−２−0354 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ８ Ⅱ−２−0355 急傾斜地の崩壊

太郎−８−
新①

Ⅱ−２−0355−新① 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−７ Ⅱ−２−0356 急傾斜地の崩壊

軍 人 原 ３ Ⅱ−２−0358 急傾斜地の崩壊

岳 野 − ５ Ⅱ−２−0359 急傾斜地の崩壊

片 前 − ７ Ⅲ−１−9506 急傾斜地の崩壊

片前−１０ Ⅲ−１−9509 急傾斜地の崩壊

片前−１１ Ⅲ−１−9510 急傾斜地の崩壊

片前−１２ Ⅲ−１−9511 急傾斜地の崩壊

岩屋野−１ Ⅱ−１−5150 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−４ Ⅱ−１−5151 急傾斜地の崩壊

下星原−２ Ⅱ−１−5154 急傾斜地の崩壊

小 杉 − ２ Ⅱ−１−5155 急傾斜地の崩壊

片 前 − ６ Ⅱ−１−5159 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−５ Ⅱ−１−5161 急傾斜地の崩壊

岩屋野−２ Ⅱ−１−5162 急傾斜地の崩壊

太 郎 − ６ Ⅱ−１−5163 急傾斜地の崩壊

太郎−６−
新①

Ⅱ−１−5163−新① 急傾斜地の崩壊

太郎−６−
新②

Ⅱ−１−5163−新② 急傾斜地の崩壊

蓑 野 − ５ Ⅱ−１−5164 急傾斜地の崩壊

下星原−３ Ⅱ−１−5165 急傾斜地の崩壊

八久保−２ Ⅱ−１−5166 急傾斜地の崩壊

田辺−１４ Ⅱ−１−5167 急傾斜地の崩壊

蕨ヶ野−３ Ⅱ−１−5169 急傾斜地の崩壊

七瀬谷−６ Ⅱ−１−5170 急傾斜地の崩壊

中 原 − ４ Ⅱ−１−5172 急傾斜地の崩壊

大 久 保 ６ Ⅱ−１−5173 急傾斜地の崩壊

馬 場 − ２ Ⅱ−１−5174 急傾斜地の崩壊

和 田 口 ７ Ⅱ−１−5175 急傾斜地の崩壊

後 平 − １ Ⅱ−１−5236 急傾斜地の崩壊

後 平 − ２ Ⅱ−１−5237 急傾斜地の崩壊

温 水 − ２ Ⅱ−１−5271 急傾斜地の崩壊

温 水 − ３ Ⅱ−１−5272 急傾斜地の崩壊

温水−３−
新①

Ⅱ−１−5272−新① 急傾斜地の崩壊

温 水 − ４ Ⅱ−１−5273 急傾斜地の崩壊

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規
定により、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び都城土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

公　　　　　告
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　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス山瀬店
　　日南市大字星倉字渡瀬4624番１　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　宇野正晃
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　　４階
３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及
　び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　宇野正晃
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　　４階
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　平成30年11月６日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　 1,528㎡
６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　⑴　駐車場の位置及び収容台数
　　　建物西側　61台
　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
　　　建物南側　10台
　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
　　　建物西側　60㎡
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　建物内北側　 11.59㎥
７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店
　　時刻　
　　　開店時刻　午前９時　　閉店時刻　午後10時
　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　午前８時30分から午後10時30分まで
　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　２箇所　敷地西側及び南西側
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時から午後10時まで
８　届出年月日
　　平成30年３月５日
９　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　平成30年３月19日から平成30年７月19日まで
10　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課

　⑵　期間
　　　平成30年３月19日から平成30年７月19日まで
11　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規
定により、大規模小売店舗の新設に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス亀崎店
　　日向市亀崎西一丁目77　外
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
　人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　宇野正晃
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　　４階
３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及
　び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　代表取締役　宇野正晃
　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号第一福岡ビルＳ館
　　４階
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　平成30年11月７日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　 1,732㎡
６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　⑴　駐車場の位置及び収容台数
　　　建物西側及び南側　70台
　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
　　　建物南側　15台
　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
　　　建物西側　50㎡
　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　建物内北側　13.5㎥
７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店
　　時刻　
　　　開店時刻　午前９時　　閉店時刻　午後10時
　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　午前８時30分から午後10時30分まで
　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　２箇所　敷地西側及び東側
　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　24時間
８　届出年月日
　　平成30年３月６日
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９　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課
　　、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
　　県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
　　事務所総務商工センター
　⑵　期間
　　　平成30年３月19日から平成30年７月19日まで
10　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商工政策課
　⑵　期間
　　　平成30年３月19日から平成30年７月19日まで
11　意見書の記載事項
　　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
　域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
　に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
　店舗の名称を日本語により記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に
より、第２内山地区３換地区県営土地改良事業（宮崎市、県営経営
体育成基盤整備事業）に係る換地処分をした。
　　平成30年３月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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